
口座及び通帳の管理の不備 

 

対象受検機関 検出事項 監査の結果 措置の内容 

公益財団法人大阪府育英会 

 

 

１ 公益財団法人 大阪府育英会（以下「育英会」と

いう）は、普通預金口座28口、定期預金口座４口、

通知預金口座１口及び振替口座１口を保有してい

る。 

その中に、現在使用しておらず、今後も使用する

予定のない口座があった。種類及び口数は下記の表

の通りである。  

 

種類 口数 

普通預金口座 ３ 

通知預金口座 １ 

                         

２ 通帳が保管されている金庫を確認したところ、口

座は抹消済であるにもかかわらず、担当者も抹消し

ているかどうかわからない状態で金庫内に保管され

ている通帳があった。種類及び冊数は下記の表の通

りである。  

 種類 冊数 

定期預金通帳 ４ 

通知預金通帳 ３ 

指定金銭信託通帳 １ 

 

 

 

 

 

 

 

育英会は、事業の性質上、多くの銀行口座を保有

している。 

銀行口座は不正に利用される可能性もあるため、

使用しなくなった時点で、速やかに口座の抹消手続

きを行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

抹消後の通帳を保管する場合は、抹消済みである

ことが明確にわかるような状態で保管されたい。 

今回の指摘を受け、当該口座については今後も

使用する予定がないことから、抹消手続きを行っ

た。 

今後は、口座を使用しなくなった時点で、速や

かに抹消手続きを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該通帳については、金融機関に照会したとこ

ろ、すべて抹消済みであることを確認したので、

抹消済通帳の保管場所に移した。 

 今後は、使用している口座を一覧表にした管理

表を作成し、担当者が毎年度末及び口座の新設・

廃止毎に管理表の確認・修正を行う。 

 また、通帳管理を所管する総務企画課長は、随

時、上記の確認状況を把握し、適切な通帳管理に

努める。 


